
この印刷物は、大豆油インクを使用しています。
区議会だよりは、年４回（２月・６月・９月・11月）開かれる定例会での
議案の審査結果、一般質問の要旨等をお知らせしています。
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１　政治家（候補予定者含む）は、選挙区内で一切お金や物品を贈ってはなりません。
　※祭り、地域の行事、運動会、旅行、お中元、学校行事等（開催通知に会費の金額が明記され
ている場合は除く）

２　有権者（実行委員会、各種団体等）が、政治家に対して寄附を求めてはなりません。（開催通
知に会費の金額が明記されている場合は除く）

３　暑中見舞いなど時候のあいさつ状（答礼のための自筆によるものは除く）を出すことも禁止
されています。

区民の皆様のご理解をお願いいたします。

政治家の寄附行為は法律で禁止されています
●一般質問（要旨）……………………………２面
●議決した議案…………………………………５面
●区議会議員名簿………………………………６面
●区議会の構成（特別委員会等）……………７面
●区議会の構成（常任委員会）………………８面

平成30年第二回定例会

議
長
・
副
議
長
、
各
委
員
会
の
委
員
を
選
任

ー
定 

例 

会 

の 

概 

要
ー

　

平
成
30
年
第
二
回
定
例
会
は
、
６
月
11
日
か
ら
６
月
27
日
ま

で
の
17
日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

定
例
会
の
初
日
に
区
長
か
ら
、
「
『
改
革
ね
り
ま
第
Ⅱ
章
』

へ
」
「
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
輝
く
ま
ち
」
「
高
齢
者
が
住
み
慣

れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る
ま
ち
」
「
安
心
を
支
え
る
福
祉
と
医
療

の
ま
ち
」
「
安
全
・
快
適
、
み
ど
り
あ
ふ
れ
る
ま
ち
」
な
ど
に

つ
い
て
の
所
信
表
明
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
11
人
の
議
員
が

一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　

議
案
と
し
て
区
長
か
ら
、
「
練
馬
区
立
障
害
者
自
立
支
援
施

設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
「
練
馬
区
立
学
童
ク
ラ
ブ

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
な
ど
33
議
案
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。
議
員
か
ら
は
、
「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
更
な
る
普
及
推
進

を
求
め
る
意
見
書
」
な
ど
３
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し

た
。

　

最
終
日
の
本
会
議
で
は
、
小
林
み
つ
ぐ
議
長
、
酒
井
妙
子
副

議
長
の
辞
職
に
と
も
な
い
、
議
長
お
よ
び
副
議
長
の
選
挙
が
行

わ
れ
、
議
長
に
福
沢
剛
議
員
、
副
議
長
に
西
野
こ
う
い
ち
議
員

を
そ
れ
ぞ
れ
選
出
し
ま
し
た
。

議
会
の
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成
が
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な
り
ま
し
た

議
会
の
構
成
が

新
し
く
な
り
ま
し
た

議
会
の
構
成
が

新
し
く
な
り
ま
し
た

石神井公園の石神井池
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